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第１ 事業者選定基準の位置づけ 

青森県（以下「県」という。）が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）第 7 条の規定に基づ

き、令和 2年 5月 20日に特定事業として選定した青森県駐車場維持管理・運営事業（以

下「本事業」という。）を実施する選定事業者には、大規模修繕、維持管理及び運営の各

業務を通じて、事業者の広範囲かつ高度な能力及びノウハウ並びに効率的かつ効果的な

事業実施が求められる。そのため、本事業を実施する事業者の選定は、施設や設備の性能、

維持管理・運営における業務遂行能力、事業計画の妥当性等を総合的に評価する公募型プ

ロポーザル方式を採用することとした。 

本事業者選定基準は、公募型プロポーザル方式により事業者を選定するための方法及

び基準を示すものである。  

 

第２ 総則 

本事業を実施する事業者の選定は公募型プロポーザル方式によるものとし、応募者の

中から最優秀提案者及び次点提案者を選定する。 

最優秀提案者及び次点提案者の選定に関する審査は、審査の公平性及び透明性を確保

するとともに、客観的な評価等を行うため設置している青森県駐車場維持管理・運営事業

PFI事業者選定審査委員会（以下「審査委員会」という。）において行う。 

県は、審査委員会の報告に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者（以下、優先交渉権

者及び次点交渉権者を合わせて「優先交渉権者等」という。）を決定する。 
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第３ 優先交渉権者等決定の手順 

 １ 優先交渉権者等決定までの流れ 

優先交渉権者等決定までの流れは、次のとおりである。  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

応募者参加資格確認審査 

応募者参加必要書類の確認 

基礎審査 

性能の評価（性能点の算出） 

最優秀提案者の選定 

応募者の順位付け 

優先交渉権者等の決定 

失格 
応募者参加資格の不備 

失格 
提案書類の不備 

 

失格 
要求水準の未達成等 

等 

審査委員会 
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 ２ 審査の手順  

 （１） 応募者の参加資格確認審査  

  ア 応募者の参加資格確認審査に関する提出書類の確認  

県は、応募者に求めた参加資格確認審査に関する提出書類がすべて揃っていること

を確認する。書類不備の場合は失格とする。ただし、軽微な書類不備等の場合は、この

限りではない。  

 

  イ 参加資格確認審査  

県は、応募者から参加資格確認審査申請書と同時に提出される参加資格確認に関す

る書類をもとに、応募者が参加資格を具備しているか確認する。  

参加資格を確認できない場合は、失格とする。  

  

 （２） 提案書提出時必要書類の確認 

県は、応募者に求めた提案書提出時必要書類がすべて揃っていることを確認する。 

書類不備の場合は、失格とする。 

 

 （３） 基礎審査 

県は、応募者から提出された提案書類の各様式に記載された内容が、募集要項等に記

載された要件を満たしていること、及び要求水準書において定める性能や仕様等の水

準を満たしていることを確認する。  

これらの要件又は水準を明らかに満たしていないと判断された場合は、その応募者

は失格とする。  

 

 （４） 性能の評価（性能点の算出） 

基礎審査において、要件を満たしていると認められた応募者の提案のうち性能につ

いて、審査委員会において評価を行う。  

この性能の評価においては、応募者から提出された提案書類の各様式に記載された

内容を、別紙に示す審査項目ごとの視点から審査を行い、審査項目ごとに得点を付与し、

「性能点」を算出する。   

 

 （５） 最優秀提案者の選定  

審査委員会は、各応募者の性能点が最も高い提案を最優秀提案として最優秀提案者

を選定し、次いで性能点が高い提案を次点提案として次点提案者を選定する。 

なお、性能点の最も高い提案を提出した者が 2者以上ある場合は、性能点のうち項目

１～６の合計点が高い応募者を最優秀提案者とする。 

上記を考慮してもなお、性能点が同点扱いとなる提案が 2以上ある場合には、当該者

によるくじ引きにより最優秀提案者を決定する。 
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 （６） 優先交渉権者等の決定  

県は、審査委員会の選定結果を踏まえ、優先交渉権者等を決定する。  

優先交渉権者と事業契約の協議が調わなかった場合、県は、次点交渉権者と協議を行

う。 
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第４ 性能点の内容 

 １ 性能点の配点方針 

各配点は、県が本事業において期待する事項の必要性及び重要性を勘案して設定して

いる。  

 

 ２ 審査項目及び配点 

性能点の審査項目及び配点は、次のとおりである。  

 

 ３ 性能点の得点化方法 

性能点は、応募者の提案内容を、別紙に示す審査の視点から、審査項目（中項目）ごと

に評価・得点化した上で、付与した各得点を合計し、算出する。 

評価は、Ａ～Ｅの 5 段階による評価とする。各評価ランクの判断基準及び得点化方法

は、次表のとおりとする。 

審査項目 配点 

性能点 100点 

 

１ 本事業実施の基本方針 10点 

 本事業実施の基本方針 10点 

２ PFI事業の資金計画等に関する事項 10点 

 (1)資金計画及び収支計画 7点 

 (2)リスク管理 3点 

３ 施設整備（大規模修繕）に関する事項 15点 

 (1)施工計画 10点 

 (2)機能性・利便性 5点 

４ 維持管理に関する事項 10点 

 (1)維持管理計画 5点 

 (2)予防保全・不具合発生時の対応 5点 

５ 運営に関する事項 15点 

 (1)取組方針・体制 10点 

 (2)利便性向上 5点 

６  地域貢献 30点 

 
(1)地元点 15点 

(2)まちづくり（提案事業） 15点 

７  納付金 10点 

 固定納付金 10点 



6 

 

評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 提案内容が特に優れている 配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間 配点×0.75 

Ｃ 提案内容が優れている 配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間 配点×0.25 

Ｅ 要求水準を満たす程度である 配点×0.00 
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別紙 審査の視点  

審査項目 審査の視点 配点 様式 

合計  100点   

１ 本事業実施の基本方針   本事業の特性及び課題を適切に理解

し、駐車場運営に関する同等・類似

業務の実績があり、駐車場の事業実

施の体制が堅実であるとともに、駐

車場の効率的・効果的な経営に向け

た方針について、具体的かつ優れた

提案となっているか。 

10点  4-4 

２ PFI事業の資金計画等に関

する事項  

 
10点  

 

(1)資金計画及び収支計画   財務の健全性の確保について具体的

かつ優れた提案がなされているか。 

 

 利用料金収入の算定根拠が、地域特

性や近隣駐車場の状況等を踏まえた

具体的かつ妥当な内容となっている

か。 

 

 資金調達について、融資の確度、フ

ァイナンスの内容等、具体的かつ優

れた提案がなされているか。 

 

 変動納付金について、実現可能性が

高い納付計画が提案されているか。 

  7点 4-5 

（別添1

～4） 

(2)リスク管理   リスク管理の方策、事業者モニタリン

グ等について、具体的かつ優れた提案

がなされているか。 

 

 保険の活用による対応が可能なリス

クに対して、適切な保険の種類及びそ

の条件について提案がなされている

か。 

  3点 4-6 

３ 施設整備に関する事項   15点   

(1)施工計画 

 

① 施設整備（大規模修繕）の実績とし

て、使用中の建築物における同等又

は類似の事業内容の実績があるか。 

5点 4-7 

② 施設整備（大規模修繕）の施工内容

及び期間について、要求水準書に定

める修繕内容を踏まえ、施工時期の

平準化及び安全管理の観点から、具

体的かつ優れた提案となっている

か。 

5点 4-7（別

添1） 

(2)機能性・利便性  大規模修繕の内容が、駐車場の機能

向上や利便性向上につながり、利用

者の増加に寄与する具体的かつ優れ

た提案がなされているか。 

5点 4-8 

４ 維持管理に関する事項   10点   

(1)維持管理計画  コストの削減等、効率的な駐車場の維

持管理を考慮した具体的かつ優れた

提案がなされているか。 

5点 4-9（別

添1） 
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(2)予防保全・不具合発生

時の対応  

 設備機器等の故障等の防止につなが

る、具体的かつ優れた維持管理の提案

となっているか。 

 

 日常の定期的な維持管理業務の的確

な実施及び品質確保・維持・向上につ

いて、具体的かつ優れた提案がなされ

ているか。 

 

 施設、設備に不具合が生じた場合、迅

速な復旧を行える具体的かつ優れた

提案がなされているか。 

5点 4-10 

５ 運営に関する事項   15点   

(1)取組方針・体制   駐車場利用者が安全・安心に利用でき

る運営体制について、具体的かつ優れ

た提案がなされているか。 

 

 大規模災害等発生時について、利用者

の避難誘導や施設の点検、業務の実施

体制等、適切に対応し、利用者や施設

従業員等の安全を確保できる内容の

提案となっているか。 

10点  4-11 

(2)利便性向上  運営面において、利用者が利便性向

上を実感でき、利用増に寄与する提

案がなされているか。 

5点  4-12 

６ 地域貢献   30点  

(1)地元点  ① 構成企業に多くの県内企業が参加し

た提案がなされているか。 

(県内企業※1の総数／応募企業及び

構成企業の総数)×(県内企業※1への

発注額／応募企業及び構成企業全体

の発注額)×７点 

※1 この県内企業とは、構成企業と

して本事業に参加する県内企業を指

す。 

※2 小数点以下第3位四捨五入 

7点  4-13 

② 本事業を通じて、県内経済への波及

効果が期待できる提案がなされてい

るか。 

8点 4-13 

(2)まちづくり（提案事

業） 

 駐車場をまちづくりや地域活性化に

生かしていくにあたり、利用者や市

民に駐車場をより身近に感じさせな

がら、駐車場を生かしたまちづくり

や地域活性化に寄与する取り組みに

ついて、具体的かつ優れた提案がな

されているか。 

15点 4-14 

7 納付金   10点  

 固定納付金  各年度の収支状況に関わらず納付す

べき固定納付金について、必ず納付

可能である納付金額が提案されてい

るか。 

10点 4-15 
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・【提案者の「固定納付金の最大額」が

「基準額※1」を超過している場合】 

(当該提案者の提案額)/（最高納付金提

案額）×10点 

・【提案者の「固定納付金の最大額」が

「基準額※1」より低い場合】 

  (当該提案者の提案額)/（基準額※1）

×10点 

  ※1 基準額は100,000千円とする 

    ※2 小数点以下第3位四捨五入 

 

「３ 施設整備に関する事項（１）施工計画①」の実績の評価について 

 
12,500㎡以上 

10,000㎡～ 

12,500㎡未満 

7,500 ㎡～ 

10,000㎡未満 
7,500 ㎡未満 実績なし 

同等 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

類似 Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｅ 

その他建築物 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ 

 

（同等、類似の建築物について） 

平成 31年国土交通省告示第 98 号別添二 

※同等建物：第１号、第５号、第９～１１号  

※類似建物：第６号～８号、第１２号 

 


